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目

次

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２１号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
に
お
け
る
人
事
評
価
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
２８年

９
月
３０日

大
分
県
警
察
本
部
長
松
坂
規
生

大
分
県
警
察
に
お
け
る
人
事
評
価
に
関
す
る
規
程

目
次第
１
章
総
則
（
第
１
条
－
第
４
条
）

第
２
章
人
事
評
価

第
１
節
通
則
（
第
５
条
－
第
７
条
）

第
２
節
能
力
評
価
の
手
続
（
第
８
条
・
第
９
条
）

第
３
節
業
績
評
価
の
手
続
（
第
１０条

－
第
１２条

）
第
４
節
総
合
評
価
の
手
続
（
第
１３条

）
第
３
章
雑
則
（
第
１４条

－
第
１６条

）
附
則
第
１
章
総
則

（
趣
旨
）

第
１
条
大
分
県
警
察
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
人
事
評
価
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法

（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
人
事
評
価
の
実
施
の
除
外
）

第
２
条
人
事
評
価
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
実
施
し
な
い
。

⑴
警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
第
５６条

第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
警
務
官

⑵
非
常
勤
職
員

⑶
臨
時
的
任
用
職
員

⑷
そ
の
他
大
分
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
が
指
定
す
る
職
員

２
人
事
評
価
は
、
休
職
、
育
児
休
業
等
に
よ
り
評
価
期
間
内
に
お
け
る
勤
務
を
し
た
日
数
が
お
お
む
ね
１

月
に
満
た
な
い
職
員
に
つ
い
て
は
、
実
施
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
事
評
価
の
方
法
）

第
３
条
人
事
評
価
は
、
能
力
評
価
（
職
員
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
を
把
握
し

た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
業
績
評
価
（
職
員
が
そ
の
職
務
を
遂
行

す
る
に
当
た
り
挙
げ
た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
総
合
評
価
（
職
員
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
結
果
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
価

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
初
任
科
の
課
程
の
学
生
に
対
し
て
行
う
人
事
評
価
は
、
修
業
の
評
定
（
大
分
県
警
察
学
校
教
養
実
施
規

程
（
平
成
１７年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１２号

）
第
１０条

第
１
項
の
修
業
の
評
定
を
い
う
。
）
を
も
っ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
能
力
評
価
は
、
当
該
能
力
評
価
に
係
る
評
価
期
間
に
お
い
て
現
実
に
職
員
が
職
務
遂
行
の
中
で
と
っ
た

行
動
を
、
大
分
県
警
察
職
員
の
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２８年

大
分

県
警
察
本
部
訓
令
第
１１号

）
に
定
め
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
照
ら
し
、
当
該
職
員
が
発
揮
し
た
能
力
の

程
度
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
業
績
評
価
は
、
当
該
業
績
評
価
に
係
る
評
価
期
間
に
お
い
て
職
員
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
、
業

務
に
関
す
る
目
標
を
定
め
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
職
員
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
示
し
た
上

で
、
当
該
役
割
を
果
た
し
た
程
度
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５
総
合
評
価
は
、
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
結
果
を
勘
案
し
て
、
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

（
評
価
結
果
の
開
示
）

第
４
条
人
事
評
価
の
結
果
は
、
開
示
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
２
章
人
事
評
価

第
１
節
通
則

平
成
二
十
八
年

（ 金 曜 日 ）

号

外

一
二
一

九
月
三
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

一



定
義

群
を
抜
い
て
優
秀
で
あ
る
。

優
秀
で
あ
る
が
、
抜
群
と
ま
で
は
い
か
な
い
。

優
秀
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
標
準
よ
り
も
や
や
優
れ
て
い
る
。

標
準
的
で
あ
る
。

標
準
に
及
ば
ず
、
努
力
を
要
す
る
。

標
準
を
大
き
く
下
回
り
、
一
層
の
努
力
を
要
す
る
。

評
語
の
種
別

ＡＢＣ
１
Ｃ
２ＤＥ

（
評
価
期
間
）

第
５
条
第
３
条
第
１
項
の
人
事
評
価
は
、
１０月

１
日
か
ら
翌
年
９
月
３０日

ま
で
の
期
間
を
単
位
と
し
、
毎

年
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２
能
力
評
価
及
び
総
合
評
価
は
、
１０月

１
日
か
ら
翌
年
９
月
３０日

ま
で
の
期
間
を
評
価
期
間
と
す
る
。

３
業
績
評
価
は
、
１０月

１
日
か
ら
翌
年
３
月
３１日

ま
で
の
期
間
及
び
４
月
１
日
か
ら
９
月
３０日

ま
で
の
期

間
を
そ
れ
ぞ
れ
評
価
期
間
と
す
る
。

（
評
価
者
等
の
指
定
）

第
６
条
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
評
価
者
及
び
確
認
者
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。

２
総
合
評
価
の
評
価
者
及
び
確
認
者
は
、
別
表
第
２
の
と
お
り
と
す
る
。

（
評
語
の
付
与
等
）

第
７
条
能
力
評
価
に
あ
っ
て
は
評
価
項
目
ご
と
に
、
業
績
評
価
に
あ
っ
て
は
目
標
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
評
価

の
結
果
を
表
示
す
る
記
号
（
以
下
「
個
別
評
語
」
と
い
う
。
）
を
付
す
ほ
か
、
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価

の
結
果
を
そ
れ
ぞ
れ
総
括
的
に
表
示
す
る
記
号
（
以
下
「
全
体
評
語
」
と
い
う
。
）
を
付
す
も
の
と
す

る
。

２
総
合
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
評
価
の
結
果
を
表
示
す
る
記
号
（
以
下
「
総
合
評
語
」
と
い
う
。
）
を
付

す
と
と
も
に
、
総
合
評
語
を
付
し
た
理
由
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
（
以
下
「
所
見
」
と
い
う
。
）
を
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

３
個
別
評
語
、
全
体
評
語
及
び
総
合
評
語
は
６
段
階
と
し
、
そ
の
種
別
及
び
定
義
は
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。

第
２
節
能
力
評
価
の
手
続

（
被
評
価
者
に
よ
る
自
己
申
告
）

第
８
条
評
価
者
は
、
能
力
評
価
を
行
う
に
際
し
、
そ
の
参
考
と
す
る
た
め
、
被
評
価
者
に
対
し
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
能
力
評
価
に
係
る
評
価
期
間
に
お
い
て
当
該
被
評
価
者
の
発
揮
し
た
能
力
に
関
す
る
被
評
価

者
の
自
ら
の
認
識
そ
の
他
評
価
者
に
よ
る
評
価
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
申
告
を
行
わ
せ
る
も

の
と
す
る
。

（
評
価
及
び
確
認
）

第
９
条
評
価
者
は
、
被
評
価
者
に
つ
い
て
、
個
別
評
語
及
び
全
体
評
語
を
付
す
こ
と
に
よ
り
評
価
（
次
項

の
再
評
価
を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
確
認
者
は
、
評
価
者
に
よ
る
評
価
に
つ
い
て
、
不
均
衡
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
審
査
を
行

い
、
評
価
者
が
付
し
た
個
別
評
語
及
び
全
体
評
語
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
確
認
者
は
、
評
価
者
に
再
評
価
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
３
節
業
績
評
価
の
手
続

（
果
た
す
べ
き
役
割
の
確
定
）

第
１０条

評
価
者
は
、
業
績
評
価
の
評
価
期
間
の
開
始
に
際
し
、
被
評
価
者
と
面
談
を
行
い
、
業
務
に
関
す

る
目
標
を
定
め
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
被
評
価
者
が
当
該
評
価
期
間
に
お
い
て
果
た
す
べ
き

役
割
を
確
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
被
評
価
者
に
よ
る
自
己
申
告
）

第
１１条

評
価
者
は
、
業
績
評
価
を
行
う
に
際
し
、
そ
の
参
考
と
す
る
た
め
、
被
評
価
者
に
対
し
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
業
績
評
価
に
係
る
評
価
期
間
に
お
い
て
当
該
被
評
価
者
の
挙
げ
た
業
績
に
関
す
る
被
評
価
者

の
自
ら
の
認
識
そ
の
他
評
価
者
に
よ
る
評
価
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て
申
告
を
行
わ
せ
る
も
の

と
す
る
。

（
能
力
評
価
の
手
続
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
１２条

第
９
条
の
規
定
は
、
業
績
評
価
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
４
節
総
合
評
価
の
手
続

第
１３条

第
９
条
の
規
定
は
、
総
合
評
価
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
９
条
第

１
項
中
「
個
別
評
語
及
び
全
体
評
語
を
付
す
」
と
あ
る
の
は
「
総
合
評
語
を
付
し
、
及
び
所
見
を
記
載
す

る
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
個
別
評
語
及
び
全
体
評
語
に
」
と
あ
る
の
は
「
総
合
評
語
及
び
所
見
に
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
３
章
雑
則

（
人
事
評
価
の
記
録
）

第
１４条

警
部
以
上
の
階
級
（
同
相
当
職
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
る
職
員
の
人
事
評
価
の
記
録
は
警

務
部
長
が
、
警
部
補
以
下
の
階
級
に
あ
る
職
員
の
人
事
評
価
の
記
録
は
警
務
部
警
務
課
長
が
管
理
す
る
も

の
と
す
る
。

（
兼
務
等
の
場
合
の
人
事
評
価
）

第
１５条

職
員
が
、
そ
の
他
の
職
を
兼
務
し
、
又
は
そ
の
他
の
所
属
に
併
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
職

員
が
主
と
し
て
従
事
し
て
い
る
職
務
に
係
る
職
に
つ
い
て
人
事
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
補
則
）

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

二



第
１６条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
訓
令
は
、
平
成
２８年

１０月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
分
県
警
察
職
員
勤
務
評
定
規
程
の
廃
止
）

２
大
分
県
警
察
職
員
勤
務
評
定
規
程
（
平
成
６
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１７号

）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

三



所 属 被評価者 第一次評価者 第二次評価者 最終評価者 確認者
警察本部 所属長以上の職員 業務を主管する部の

長 警察本部長

警視の階級にある職員
（所属長以上のものを
除く。）

所属長

警部の階級にある職員
で次席、副所長及び副
隊長の職にあるもの

所属長

警部の階級にある職員
（次席、副所長及び副
隊長の職にあるものを
除く。）

直属の警視の階級に
ある職員又は警部の
階級にある職員で所
属長が指定するもの

所属長

警部補の階級にある職
員

直属の警部の階級に
ある職員

直属の警視の階級に
ある職員又は警部の
階級にある職員で所
属長が指定するもの

所属長

巡査部長以下の階級に
ある職員

直属の警部又は警部
補の階級にある職員

直属の警視の階級に
ある職員又は警部の
階級にある職員で所
属長が指定するもの

所属長

警察学校 警察学校長 警務部長 警察本部長

警視の階級にある職員
（警 察 学 校 長 を 除
く。）

警察学校長

警部の階級にある職員 副校長 警察学校長

警部補以下の階級にあ
る職員

直属の警部の階級に
ある職員

副校長又は直属の警
視の階級にある職員 警察学校長

警察署 警察署長（大分中央警
察署長を除く。） 警務部長 警察本部長

警視の階級にある職員
（警察署長を除く。） 警察署長

警部の階級にある職員
副署長、総務官、地
域官、刑事官又は交
通官

警察署長

警部補の階級にある職
員

直属の警部の階級に
ある職員

副署長、総務官、地
域官、刑事官又は交
通官

警察署長

巡査部長以下の階級に
ある職員

直属の警部又は警部
補の階級にある職員

副署長、総務官、地
域官、刑事官又は交
通官

警察署長

別表第１（第６条関係）
能力評価及び業績評価の評価者及び確認者

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

四



所 属 被評価者 第一次評価者 第二次評価者 最終評価者 確認者
警察本部 所属長以上の職員 業務を主管する部の

長 警察本部長

警視の階級にある職員
（所属長以上のものを
除く。）

所属長 業務を主管する部の
長

警部の階級にある職員
で次席、副所長及び副
隊長の職にあるもの

所属長 業務を主管する部の
長

警部の階級にある職員
（次席、副所長及び副
隊長の職にあるものを
除く。）

直属の警視の階級に
ある職員又は警部の
階級にある職員で所
属長が指定するもの

所属長 業務を主管する部の
長

警部補の階級にある職
員

直属の警部の階級に
ある職員

直属の警視の階級に
ある職員又は警部の
階級にある職員で所
属長が指定するもの

所属長

巡査部長以下の階級に
ある職員

直属の警部又は警部
補の階級にある職員

直属の警視の階級に
ある職員又は警部の
階級にある職員で所
属長が指定するもの

所属長

警察学校 警察学校長 警務部長 警察本部長

警視の階級にある職員
（警 察 学 校 長 を 除
く。）

警察学校長 警務部長

警部の階級にある職員 副校長 警察学校長 警務部長

警部補以下の階級にあ
る職員

直属の警部の階級に
ある職員

副校長又は直属の警
視の階級にある職員 警察学校長

警察署 警察署長（大分中央警
察署長を除く。） 警務部長 警察本部長

警視の階級にある職員
（警察署長を除く。） 警察署長 業務を主管する部の

長

警部の階級にある職員
副署長、総務官、地
域官、刑事官又は交
通官

警察署長 業務を主管する部の
長

警部補の階級にある職
員

直属の警部の階級に
ある職員

副署長、総務官、地
域官、刑事官又は交
通官

警察署長

巡査部長以下の階級に
ある職員

直属の警部又は警部
補の階級にある職員

副署長、総務官、地
域官、刑事官又は交
通官

警察署長

別表第２（第６条関係）
総合評価の評価者及び確認者

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

五


